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論文内容の要旨

1993年 9 月，中国「不正競争防止法」が制定された。中国は長い期間，高度中央集権による「計画経済」体制を維

持し，市場競争原理は基本的に機能しなかったが，今度の「不正競争防止法」の制定は，市場経済の競争秩序を維持

するための法律としては初めてのものであり，国際的にも注目されているところである。世界経済の一体化を加速す

る中で，中国「経済基本法」としての競争法制がどういう方向性を示しているかは，中国だけの問題ではなく，冷戦

終罵後の新しい世界経済秩序の形成の一環としても位置づけられる。本論文は比較法の視点から，中国「不正競争防

止法」立法史を中心に研究し，経済基本法の発展の全体像を次のように究明しようとするものである。

①「不正競争防止法」の立法背景には，中国の法学界および立法関係者のさまざまな好余曲折の経験があった。と

りわけ，経済法学の基本問題について，各時代により多くの学説が登場してきたが，本論文はこれらの学説の展開が

「不正競争防止法」の立法にどのような影響を与えたか，また，法学界における経済法学の基本問題に関する認識の

歴史および‘現状について検証している O

②日本を中心とする諸外国の競争法と対比しつつ， I不正競争防止法」における 11種類の不正競争行為規制の条文

を逐条分析，研究することによって，その規制の立法プロセス，立法関係者が参考にする外国法のモデル，規制の意

義・特徴および経緯を明らかにしようとしている O

③現地調査などの方法によって収集してきた案例研究を中心に， I不正競争防止法」の運用実態を考察し， またそ

の運用機関である工商行政管理局の職能を検証している O

④中国「経済基本法」の成立を目指し， I不正競争防止法」の問題点を検証すると共に，国際化と中国の独自性の

バランスを考えながら，中国「経済基本法」の立法に向けて提言している o

論文審査の結果の要旨

本研究は， 1993年に新しく制定された中国の不正競争防止法(中華人民共和国反不正当競争法)に関して，その立

法背景と新旧経済法論の展開，新法による不正競争行為規制の構造，工商行政管理局を中心とする運用の実態を含め

て詳細に検討すると共に，中国における経済基本法の立法提言に及ぶ比較制度的・実証的研究であり，この分野にお
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ける我が国で、最初の本格的かっ画期的な研究で、ある D

中国における不正競争防止法制は，立法経緯から見て行政的規制重視型であると共に，社会主義的市場経済体制に

おける競争法としてわが国の独占禁止法規定に当たる法体系をも一体化した新しい特色を持つ法制で、あり，その紹介

及び研究を踏まえた上での発展途上にある国における経済基本法に対する制度的提言は，世界の経済法体系の発展史

を促えるためにも重要な意義を有している。

以上のような本論文の内容は，わが国における経済法の研究水準の進展に貢献するものであり，博士号を授与する

に十分な水準に到達していると評価できる。
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